
保存版                                 平成 29年４月 13日 

保護者の皆様 

枚方市立小倉小学校 

校 長  渡邊 聡 

 

非常変災時等に伴う緊急時の措置について 

 枚方市内の小学校では、台風等で「特別警報」「暴風警報」が発表された際について、下記のような措

置をとることになっています。ご家庭におかれましてはこのプリントを保存し、対応していただきますよ

うお願いします。 

 

記 

 

① 午前７時現在 

 枚方市または東部大阪、大阪府に 

特別警報が発表されているときは臨時休校。（途中で解除されても休校です。） 

       暴風警報または暴風雪警報 が発表されているときは、登校させないで自宅待機させてください。  
 

② 午前９時現在 

Ａ 暴風警報または暴風雪警報 が解除されている場合 第２校時(９時４５分)より授業を行います。 

     9時35分までに学校に着くように集団登校させて下さい。（学校給食はありますので、下校は平常通りです。） 

   Ｂ．暴風警報または暴風雪警報 が発表中の場合は、登校させないで自宅待機させてください。 

 
 ③ 午前１０時現在 

 Ａ．暴風警報または暴風雪警報 が解除されている場合第３校時(１０時４５分)より授業を行います。 

    （午前中授業で下校します。学校給食は中止となりますので、ご家庭で昼食のご用意をお願いします） 

   Ｂ．暴風警報または暴風雪警報 が発表中の場合は、臨時休業とします。 

 

④ 児童が在校中に特別警報・暴風警報または暴風雪警報 が発表された場合 

 特別警報が発令された時は、学校待機となります。 

   暴風警報または暴風雪警報 が発表された時は、原則として教師が付き添って、集団下校させます。 

帰宅後、お子さまが困らないように、ご家庭での対応についてご準備ください。 

（4月に届けていただいた「下校・学校待機」と対応を変更される時は、前もって連絡帳でお知らせください。） 

＊留守家庭児童会は開室前に上記発表があった場合、開室されませんので、全員下校します。くれぐれもご家庭で

の対応をお願いします。 

 

⑤留守家庭児童会（変更になっています） 

  午前９時～１０時の間に警報が解除された場合午後０時１５分頃より開室します。 

  

学校からの緊急時における連絡について 

学校 ⇒ ＰＴＡ生活指導委員長代表  ⇒ 各地区生活指導委員長  ⇒ 各地区生活指導委員  

（生活指導委員の代表等の名称については現在検討中です） 

《お願い》 

   ・警報解除により登校させる場合は、風雨の状況を考え、登校させてください。 

   ・臨時休校の場合、できるだけ自宅で過ごすようご指導ください。 

 ・学校への問い合わせ電話は、生活指導委員長のみにしてください。  

    （電話が集中しますと、かかりにくくなり混乱の原因になります） 


